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議案第３１号

令和４年度瑞穂町下水道事業会計予算

（総則）

第１条 令和４年度瑞穂町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（１）計画人口 人

（２）年間処理水量 ㎥

（３）一日平均処理水量 ㎥

（４）主な建設改良事業

公共下水道事業委託 千円

長岡１号幹線布設工事業務委託 千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 下水道事業収益 千円

第１項 営業収益 千円

第２項 営業外収益 千円

支 出

第１款 下水道事業費用 千円

第１項 営業費用 千円

第２項 営業外費用 千円

第３項 予備費 千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額

が資本的支出額に対し不足する額 千円は、当年度分消費税及び地方

消費税資本的収支調整額 千円、過年度分損益勘定留保資金 千

円、当年度分損益勘定留保資金 千円で補填するものとする。）。



収 入

第１款 資本的収入 千円

第１項 企業債 千円

第２項 他会計出資金 千円

第３項 補助金 千円

第４項 負担金 千円

支 出

第１款 資本的支出 千円

第１項 建設改良費 千円

第２項 固定資産購入費 千円

第３項 企業債償還金 千円

（継続費）

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款 項 事業名 総額 年度 年割額

千円 千円

資本的

支出

建設改

良費

長岡１号幹線

整備事業

令和 年度

令和 年度

令和 年度

（債務負担行為）

第６条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとお

りと定める。

事 項 期 間 限 度 額

瑞穂町水洗便所改造資金

融資損失補償

令和 年度から

令和 年度まで

金融機関がこの融資により回

収不能となった元利償還金

（企業債）

第７条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとお

りと定める。

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法

公共下水道

事業債

千円 証書借入

又は

証券発行

％以内

（ た だ し 、

利 率 見 直 し

方 式 で 借 り

入 れ る 場

合 、 利 率 見

直 し を 行 っ

た 後 に お い

ては、当該

借入のときから

据置期間を含め

年 以内 に元

金均等又は元利

均等償還する。

ただし、町財政

の都合により償

還 年 限 を 短 縮

し、又は低利債
流域下水道

事業債



見 直 し 後 の

利率）

に借換えするこ

とができる。

合 計

（一時借入金）

第８条 一時借入金の限度額は、 千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第９条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。

（１）営業費用と営業外費用の間の流用

（２）建設改良費と企業債償還金の間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第１０条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の

金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議

会の議決を経なければならない。

（１）職員給与費 千円

令和４年３月２日提出

瑞穂町長 杉 浦 裕 之

収 入

第１款 資本的収入 千円

第１項 企業債 千円

第２項 他会計出資金 千円

第３項 補助金 千円

第４項 負担金 千円

支 出

第１款 資本的支出 千円

第１項 建設改良費 千円

第２項 固定資産購入費 千円

第３項 企業債償還金 千円

（継続費）

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款 項 事業名 総額 年度 年割額

千円 千円

資本的

支出

建設改

良費

長岡１号幹線

整備事業

令和 年度

令和 年度

令和 年度

（債務負担行為）

第６条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとお

りと定める。

事 項 期 間 限 度 額

瑞穂町水洗便所改造資金

融資損失補償

令和 年度から

令和 年度まで

金融機関がこの融資により回

収不能となった元利償還金

（企業債）

第７条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとお

りと定める。

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法

公共下水道

事業債

千円 証書借入

又は

証券発行

％以内

（ た だ し 、

利 率 見 直 し

方 式 で 借 り

入 れ る 場

合 、 利 率 見

直 し を 行 っ

た 後 に お い

ては、当該

借入のときから

据置期間を含め

年 以内 に元

金均等又は元利

均等償還する。

ただし、町財政

の都合により償

還 年 限 を 短 縮

し、又は低利債
流域下水道

事業債





 
 
 

 
 

瑞穂町下水道事業会計予算 
に関する説明書 

 
 



下水道事業収益

営業収益

下水道使用料

他会計負担金

その他営業収益

営業外収益

受取利息及び配当金

他会計負担金

長期前受金戻入

消費税及び地方消費

税還付金

下水道事業費用

営業費用

管渠費

ポンプ場費

業務費

総係費

減価償却費

営業外費用

支払利息及び企業債

取扱諸費

予備費

予備費

令和４年度瑞穂町下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収　　入 （単位：千円）

款 項 目 予　定　額 備　　　　　考

支　　出 （単位：千円）

款 項 目 予　定　額 備　　　　　考
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資本的収入

企業債

企業債

他会計出資金

他会計出資金

補助金

国庫補助金

都補助金

負担金

受益者負担金

国庫負担金

資本的支出

建設改良費

管渠整備費

多摩川上流流域下水

道建設負担金

多摩川上流流域下水

道改良負担金

固定資産購入

費

有形固定資産購入費

企業債償還金

企業債償還金

目項款

収　　入

資本的収入及び支出

（単位：千円）

備　　　　　考予　定　額

支　　出 （単位：千円）

款 項 目 予　定　額 備　　　　　考
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（単位：千円）

業業務務活活動動にによよるるキキャャッッシシュュ・・フフロローー

当年度純利益

減価償却額

貸倒引当金の増減額（△は減少）

賞与引当金の増減額（△は減少）

長期前受金戻入額 △ 462,008

受取利息及び受取配当金 △ 1

支払利息及び企業債取扱諸費

未収金の増減額（△は増加） △ 20,021

未払金の増減額（△は減少）

　小　計

利息及び配当金の受取額

利息の支払額 △ 30,641

業務活動によるキャッシュ・フロー

投投資資活活動動にによよるるキキャャッッシシュュ・・フフロローー

有形固定資産の取得による支出 △ 291,160

無形固定資産の取得による支出 △ 19,171

補助金による収入

負担金による収入

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 228,976

財財務務活活動動にによよるるキキャャッッシシュュ・・フフロローー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 138,169

他会計からの出資による収入

財務活動によるキャッシュ・フロー

資資金金のの増増加加額額（（又又はは減減少少額額））

資資金金期期首首残残高高

資資金金期期末末残残高高

令和４年度瑞穂町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで)
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１ 一 般 職

（１）　総　括

（２）　給料及び職員手当の増減額の明細　

昇給期 月

職員数 人

 普通昇給に伴う増分

前 年 度

  平均昇給率　1.41％

千円

地　域
手　当

比　　較

本 年 度

給　　料 職員手当 計

　人 千円 千円 千円 千円

備　考合　　計

給与費明細書

千円千円

法定福利費

超　過
勤　務
手　当

職員手当

区　　分 職員数
給　　　　　　与　　　　　　費

千円

通　勤
手　当

報　　酬

の 内 訳

扶　養
手　当

管理職
手　当

区　分

本年度

千円 千円 千円

千円

△ 12

千円

前年度

千円

区　　分 増 減 額 増減事由別内訳

比　較

特　殊
勤　務
手　当

△ 40 △ 180

千円 千円

△ 150

千円千円

千円

備　　　　　考説　　　　　明

児　童
手　当

退　職
手　当
負担金

期末・
勤　勉
手　当

給　　料

住　居
手　当

 職員構成の変動に伴う増

 普通昇給に伴う増分

 職員構成の変動等に伴う
 増減

 その他の増減分

 給与改定等に伴う減 △ 183△ 183

 管理職手当、地域手当
 住居手当、期末・勤勉手当
 等

職員手当

 給与改定等に伴う
 減分

 その他の増減分

 期末・勤勉手当
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（３）　給料及び職員手当の状況

ア　職員１人当たり給与 イ　初任給（令和４年１月１日現在）

円

円 円 円

歳 月 円 円

円

円

歳 月

ウ　級別職員数 エ　昇給

人 人

人 ％

人 ％

％ ％

（級別の標準的な職務内容）

　職　　務　　内　　容 ％ ％

 　部長の職務

 　課長の職務

　 係長の職務

 　主任の職務

 　主事の職務

区　　分 比率（Ｂ）／（Ａ）

一
般
行
政
職

5 級

4 級

3 級

2 級

1 級

1 級

計

2 級

号給数別内訳

1 号給

2 号給

5 号給

（令和４年１月１日現在） 6 号給

昇給に係る職員数（Ｂ）

3 号給

4 号給

令和3年1月1日 4 級

前
年
度

5 級

現　　　　在
3 級

5 号給

6 号給

現　　　　在
3 級 2 号給

比率（Ｂ）／（Ａ）

令和4年1月1日 4 級

号給数別内訳

計

1 級

2 級

昇給に係る職員数（Ｂ）

3 号給

4 号給

1 号給

職員数（Ａ）

構成比

一　 般　 行　 政　 職
区　　　　　　　分

合計

5 級

本
年
度

職員数（Ａ）

一般行政職
区　　　　　　分

現　　　　在 平 均 年 齢

平均給与月額

級 職員数

令和3年1月1日
平均給料月額

総合職 186,700現　　　　在 平 均 年 齢 大　学　卒

高　校　卒平均給与月額

一般行政職 一般行政職

区　　　　　　　　　分 一 般 行 政 職
区　　　分

町 国

令和4年1月1日
平均給料月額
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オ　期末手当・勤勉手当

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当（令和４年１月１日現在）

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

キ　地域手当（令和４年１月１日現在） ク　特殊勤務手当

全 域

％ ％ ％

人 ％ ％

地域区分により

～ ％

ケ　その他の手当（令和４年１月１日現在）

 配偶者 6,000円（4級職員 3,000円）  配偶者 6,500円

 子 9,000円  子 10,000円

 満16歳の年度初めから満22歳の年度末  満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子

 までの子 1人につき 4,000円を加算  1人につき 5,000円を加算

 父母等 6,000円（4級職員 3,000円）  父母等 6,500円

 当該年度末35歳未満の世帯主等で借家人 

 15,000円  借家家賃区分に応じて 28,000円まで

 交通機関使用者 55,000円まで  交通機関使用者 55,000円まで

 交通用具使用者 7,400円まで  交通用具使用者 31,600円まで

住 居 手 当 月 額

通 勤 手 当 月 額

扶 養 手 当 月 額

区　　　分 町 国

手 当 の 名 称

国 の 制 度 代 表 的 な 特 殊 勤 務
 特定危険現場作業手当

（ 支 給 率 ）

支給対象職員数
支 給 対 象 職 員 の 比 率
（令和 年 月 日現在）

支 給 率 給 料 総 額 に 対 する 比率

支 給 対 象 地 域 区　　　　　　分 全　職　種 一般行政職

(支給率等) （2％～45％加算）

定年前早期退職特例措置
国の制度

（2％～20％加算）

加 算 措 置 等

支給率等
定年前早期退職特例措置

備　　考区　　分 20年勤続の者 25年勤続の者 35年勤続の者 最 高 限 度
そ の 他 の

月分 月分国の制度

月分 月分 有

月分 有

前 年 度 月分 月分

職制上の段階職務の

月分 有月分 月分 月分

備　　考

本 年 度

6月 12月 3月 級等による加算措置
区　　分

支 給 期 別 支 給 率
支 給 率
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千円千円 千円 ％

  国都
  補助金

款 項 事業名
左　の　財　源　内　訳

年割額

継続費の
総額に対
する進捗
率

前前年度
末までの
支払義務
発生額

全　　　体　　　計　　　画

損益勘定
留保資金
等

千円 千円 千円

前年度末
までの支
払義務発
生（見
込）額 企業債

当該年度
末までの
支払義務
発生予定
額

千円

継続費に関する調書

翌年度以
降の支払
義務発生
予定額年度

当該年度
支払義務
発生予定
額

千円 千円

令和

4年度

5年度

長岡１号
幹線整備
事業

6年度

計

資本的支
出

建設改良
費
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債務負担行為に関する調書

事　　　項 限度額

前年度末までの支払 当該年度以降の支払

義務発生(見込)額 義務発生予定額

期　間 金額 期　間 金額
国　都
補助金

企業債 その他

左の財源内訳

 限度額
 に同じ

瑞穂町水洗便所改造
資金融資損失補償

金融機関
がこの融
資により
回収不能
となった
元利償還
金

令和4年度
から

令和7年度

 限度額
 に同じ
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（単位：千円）

固固定定資資産産

有形固定資産

イ 土地

ロ 建物

減価償却累計額 △ 13,100

ハ 構築物

減価償却累計額 △ 1,779,632

ニ 機械及び装置

減価償却累計額 △ 37,055

ホ 車両及び運搬具

減価償却累計額

ヘ 建設仮勘定

有形固定資産合計

無形固定資産

イ 施設利用権

無形固定資産合計

固定資産合計

流流動動資資産産

現金・預金

未収金

貸倒引当金 △ 3,879

流動資産合計

資産合計

令和４年度瑞穂町下水道事業予定貸借対照表
(令和５年３月３１日)

資資　　産産　　のの　　部部
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固固定定負負債債

企業債

イ 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

企業債合計

固定負債合計

流流動動負負債債

企業債

イ 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

企業債合計

未払金

引当金

イ 賞与引当金

引当金合計

その他流動負債

流動負債合計

繰繰延延収収益益

長期前受金

イ 補助金

収益化累計額 △ 217,971

ロ 受贈財産評価額

収益化累計額 △ 503,901

ハ 他会計負担金

収益化累計額 △ 669,129

ニ 分担金及び負担金

収益化累計額 △ 88,415

長期前受金合計

繰延収益合計

負債合計

資資本本金金

固有資本金

繰入資本金

資本金合計

剰剰余余金金

資本剰余金

イ 他会計負担金

資本剰余金合計

利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

利益剰余金合計

剰余金合計

資本合計

負債資本合計

負負　　債債　　のの　　部部

資資　　本本　　のの　　部部
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（単位：千円）

営営業業収収益益

下水道使用料

他会計負担金

その他営業収益

営営業業費費用用

管渠費

ポンプ場費

業務費

総係費

減価償却費

営業損失

営営業業外外収収益益

受取利息及び配当金

他会計負担金

長期前受金戻入

雑収益

営営業業外外費費用用

支払利息及び企業債取扱諸費

雑支出

経常利益

特特別別損損失失

過年度損益修正損 △ 1

当年度純利益

当年度繰越利益剰余金

その他未処分利益剰余金変動額

当年度未処分利益剰余金

令和３年度瑞穂町下水道事業予定損益計算書
(令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで)
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（単位：千円）

固固定定資資産産

有形固定資産

イ 土地

ロ 建物

減価償却累計額 △ 8,733

ハ 構築物

減価償却累計額 △ 1,183,583

ニ 機械及び装置

減価償却累計額 △ 22,156

ホ 車両及び運搬具

減価償却累計額

ヘ 建設仮勘定

有形固定資産合計

無形固定資産

イ 施設利用権

無形固定資産合計

固定資産合計

流流動動資資産産

現金・預金

未収金

貸倒引当金 △ 1,576

流動資産合計

資産合計

令和３年度瑞穂町下水道事業予定貸借対照表
(令和４年３月３１日)

資資　　産産　　のの　　部部
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固固定定負負債債

企業債

イ 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

企業債合計

固定負債合計

流流動動負負債債

企業債

イ 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

企業債合計

未払金

引当金

イ 賞与引当金

引当金合計

その他流動負債

流動負債合計

繰繰延延収収益益

長期前受金

イ 補助金

収益化累計額 △ 145,106

ロ 受贈財産評価額

収益化累計額 △ 335,477

ハ 他会計負担金

収益化累計額 △ 477,928

ニ 分担金及び負担金

収益化累計額 △ 58,897

長期前受金合計

繰延収益合計

負債合計

資資本本金金

固有資本金

繰入資本金

資本金合計

剰剰余余金金

資本剰余金

イ 他会計負担金

資本剰余金合計

利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

利益剰余金合計

剰余金合計

資本合計

負債資本合計

負負　　債債　　のの　　部部

資資　　本本　　のの　　部部
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瑞瑞穂穂町町下下水水道道事事業業会会計計予予算算にに係係るる注注記記事事項項

ⅠⅠ 重重要要なな会会計計方方針針

１ 固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による

・主な耐用年数 建物 ５０年

構築物 ５０年

機械及び装置 １０～２０年

（２）無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による

・主な耐用年数 施設利用権 ４５年

２ 引当金の計上方法

（１）退職給付引当金

職員の退職手当は、「職員の退職手当に係る協定書」に基づき、東京都市町村職員退職手当組

合へ負担している普通負担金を除き、一般会計がその全部を負担することになっているため、退

職給付引当金は計上していない。

（２）貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

（３）賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末におけ

る支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（１２月から３月までの４ヶ月分）を計上して

いる。

３ 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

ⅡⅡ 予予定定貸貸借借対対照照表表等等関関連連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度末の翌日から起算して１年以内に償還予定のもの

を含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は１ １８５ １６０千円である。

ⅢⅢ セセググメメンントト情情報報関関連連

セグメントの概要

瑞穂町下水道事業会計では、公共下水道事業の単一セグメントのため、記載を省略する。

ⅣⅣ そそのの他他のの注注記記

１ 貸倒引当金の目的使用による取り崩し

令和４年度の予定（令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで）

当該事業において、債権の不納欠損による損失に１８９千円を使用する見込みである。

２ 賞与引当金の目的使用による取り崩し

令和４年度の予定（令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで）

当該事業において、期末・勤勉手当及び法定福利費に３ ９４８千円を使用する見込みである。
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瑞穂町下水道事業会計予算 
に関する説明資料 

 
 
 

瑞瑞穂穂町町下下水水道道事事業業会会計計予予算算にに係係るる注注記記事事項項

ⅠⅠ 重重要要なな会会計計方方針針

１ 固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による

・主な耐用年数 建物 ５０年

構築物 ５０年

機械及び装置 １０～２０年

（２）無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による

・主な耐用年数 施設利用権 ４５年

２ 引当金の計上方法

（１）退職給付引当金

職員の退職手当は、「職員の退職手当に係る協定書」に基づき、東京都市町村職員退職手当組

合へ負担している普通負担金を除き、一般会計がその全部を負担することになっているため、退

職給付引当金は計上していない。

（２）貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

（３）賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末におけ

る支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（１２月から３月までの４ヶ月分）を計上して

いる。

３ 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

ⅡⅡ 予予定定貸貸借借対対照照表表等等関関連連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度末の翌日から起算して１年以内に償還予定のもの

を含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は１ １８５ １６０千円である。

ⅢⅢ セセググメメンントト情情報報関関連連

セグメントの概要

瑞穂町下水道事業会計では、公共下水道事業の単一セグメントのため、記載を省略する。

ⅣⅣ そそのの他他のの注注記記

１ 貸倒引当金の目的使用による取り崩し

令和４年度の予定（令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで）

当該事業において、債権の不納欠損による損失に１８９千円を使用する見込みである。

２ 賞与引当金の目的使用による取り崩し

令和４年度の予定（令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで）

当該事業において、期末・勤勉手当及び法定福利費に３ ９４８千円を使用する見込みである。



下水道事業収益 △ 28,599

　 営業収益

　 下水道使用料 △ 2,025

　 他会計負担金

　 その他営業収益

　

　 営業外収益 △ 49,196

　 受取利息及び配当金

　 他会計負担金 △ 28,179

　 長期前受金戻入

　

　

　

　

　

　 消費税及び地方消費税還付 △ 21,878

金

令和４年度瑞穂町下水道事業会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

収　　入

款　　　項　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　較
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下水道使用料 下水道使用料

雨水処理負担金 雨水処理に係る一般会計負担金

手数料 指定工事店の指定許可申請手数料

下水道事業受益者負担金納入証明手数料

預金利息 預金利息

一般会計負担金 汚水処理に係る一般会計負担金

補助金 国庫補助金

都補助金

受贈財産評価額 受贈財産評価額

他会計負担金 一般会計負担金

分担金及び負担金 下水道事業受益者負担金

国庫負担金

消費税及び地方消 消費税及び地方消費税還付金

費税還付金

（単位：千円）

節
説　　　　　明

区　　分 金　　額
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下水道事業費用 △ 9,870

　 営業費用 △ 5,943

　 管渠費 △ 22,083

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　 ポンプ場費

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　 業務費

　

　

　

　

支　　出

款　　　項　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　較
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材料費 人孔鉄蓋

井戸水メータ

修繕費 修繕費

委託料 公共下水道維持管理業務

浸入水調査業務

使用料 建設副産物情報交換システム使用料

賃借料 ＪＲ用地賃借料

下水道施設用地賃借料

工事請負費 管渠、マンホール、汚水桝等補修工事

不明水対策工事

井戸水メータ設置工事

備消品費 消耗品費

光熱水費 光熱水費

薬品費 硫化水素抑制剤

燃料費 燃料費

修繕費 修繕費

通信運搬費 通信運搬費

委託料 自家用電気工作物保安管理業務

消防用設備等保守点検

維持管理業務

場内管理業務

使用料 テレビ聴視料

遠方監視システム支援装置使用料

保険料 建物火災保険料

備消品費 消耗品費

通信運搬費 通信運搬費

手数料 ガス検知器等点検料

委託料 下水道台帳システム保守更新業務

産業廃棄物処理業務

（単位：千円）

節
説　　　　　明

区　　分 金　　額
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支　　出

款　　　項　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　較

　

　

　

　

　

　

　

　 総係費 △ 13,344
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（単位：千円）

節
説　　　　　明

区　　分 金　　額

汚泥等収集運搬業務

内水浸水想定区域図作成業務

負担金 多摩川上流流域下水道維持管理負担金

西住宅地区周辺排水路維持管理負担金

公共下水道事業事務委託維持管理負担金

水質検査負担金

酸欠技能講習会負担金

給料 一般職員給 ４人

手当 扶養手当

管理職手当

地域手当

超過勤務手当

通勤手当

住居手当

特殊勤務手当

期末・勤勉手当

児童手当

法定福利費 法定福利費

退職給付費 退職給付費

旅費 職員普通旅費

備消品費 消耗品費

製図ソフト

転落制止器具

燃料費 燃料費

印刷製本費 印刷製本費

修繕費 修繕費

通信運搬費 通信運搬費

手数料 口座振替手数料

自動車車検料

委託料 下水道事業受益者負担金賦課業務

下水道使用料徴収事務
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支　　出

款　　　項　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　較

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　 減価償却費

　

　

　

　

　 営業外費用 △ 3,926

　 支払利息及び企業債取扱諸 △ 3,926

　 費

　

　 予備費

　 予備費
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（単位：千円）

節
説　　　　　明

区　　分 金　　額

公営企業会計システム保守業務

公営企業会計運用支援業務

下水道積算システムプログラム作成業務

使用料 設計単価刊行物データ使用料

賃借料 下水道積算システム機器借上料

負担金 日本下水道協会負担金

多摩川上流流域下水道事業対策協議会負

担金

職員実務研修会負担金

下水道事業積算施工適正化委員会負担金

全国町村下水道推進協議会東京都支部負

担金

東京都総合治水対策協議会負担金

保険料 自動車保険料

公課費 自動車重量税

補助交付金 水洗便所改造資金利子補給金

報償費 下水道事業受益者負担金納期前納付報奨

金

貸倒引当金繰入額 貸倒引当金繰入額

賞与引当金繰入額 賞与引当金繰入額

有形固定資産減価 建物

償却費 構築物

機械及び装置

無形固定資産減価 施設利用権

償却費

企業債利息 公共下水道事業債

流域下水道事業債

一時借入金

予備費 予備費
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支　　出

款　　　項　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　較

　 特別損失 △ 1

　 過年度損益修正損 △ 1
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（単位：千円）

節
説　　　　　明

区　　分 金　　額

廃目
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資本的収入

　 企業債

　 企業債

　

　 他会計出資金 △ 54,185

　 他会計出資金 △ 54,185

　 補助金 △ 17,588

　 国庫補助金 △ 16,750

　

　 都補助金 △ 838

　 負担金

　 受益者負担金

　 国庫負担金 △ 1,465

資本的収入及び支出

収　　入

款　　　項　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　較
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公共下水道事業債 公共下水道事業債

流域下水道事業債 流域下水道事業債

一般会計出資金 一般会計出資金

国庫補助金 防災・安全交付金

大規模雨水処理施設整備事業補助金

都補助金 市町村下水道事業都費補助金

受益者負担金 下水道事業受益者負担金

国庫負担金 流域下水道横田基地分見舞金

（単位：千円）

節
説　　　　　明

区　　分 金　　額
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資本的支出 △ 51,580

　 建設改良費 △ 69,997

　 管渠整備費 △ 14,897

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　 多摩川上流流域下水道建設

　 負担金

　 多摩川上流流域下水道改良

　 負担金

　 ポンプ場整備費 △ 59,950

　 固定資産購入費

支　　出

款　　　項　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　較
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給料 一般職員給  ２人

手当 扶養手当

地域手当

超過勤務手当

通勤手当

特殊勤務手当

期末・勤勉手当

児童手当

法定福利費 法定福利費

退職給付費 退職給付費

旅費 職員普通旅費

備消品費 消耗品費

委託料 都道掘削復旧工事監督業務

公共下水道事業

長岡１号幹線布設工事業務

土地登記業務

賃借料 長岡１号幹線布設工事用地賃借料

補償費 長岡１号幹線布設工事用地補償費

負担金 水道移設工事負担金

架空線移設工事負担金

箱根ケ崎駅西土地区画整理事業下水道負

担金

工事請負費 公共下水道管渠布設工事

多摩川上流流域下 多摩川上流流域下水道建設負担金

水道建設負担金

多摩川上流流域下 多摩川上流流域下水道改良負担金

水道改良負担金

廃目

（単位：千円）

節
説　　　　　明

区　　分 金　　額
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支　　出

款　　　項　　　目 本　年　度 前　年　度 比　　較

　 有形固定資産購入費

　 企業債償還金 △ 8,583

　 企業債償還金 △ 8,583
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（単位：千円）

節
説　　　　　明

区　　分 金　　額

土地 長岡１号幹線布設工事用地取得

公共下水道事業債 公共下水道事業債

流域下水道事業債 流域下水道事業債
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令 和 ４ 年 度

 

 

瑞穂町下水道事業会計予算書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

東京都西多摩郡瑞穂町 
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